
 
 

令和６年度 運動部活動における安全対策マニュアル 
  岩手県立岩谷堂高等学校 
●危機発生時の対応 
① 救急（応急）措置 
・ 担当教員は、生徒の意識の有無・顔色・呼吸・脈拍などを確認し、負傷した生徒への応急処置を 
行う。 

  ・ 担当教員は、周囲にいる者（教職員・生徒）に救急車（１１９番）の出動要請、校長への連絡、 
他の教職員への応援を依頼する。状況に応じ、担当教員（発見者）が直接通報する。 

・ 担当教員は、他の生徒を、救急活動の妨げにならない場所に移動させる。 
・ 養護教諭等（状況に応じて担任や年次長）は、負傷した生徒の応急処置を引き継ぐとともに、 
速やかに保護者に事故の概要を報告し、希望する医療機関があるか、搬送される医療機関に向か 

うことができるかなどを確認する。 
・ 救急車到着までの間、ＡＥＤ(自動体外式除細動器)の使用や心肺蘇生法などの手当てが必要と認 
められる場合は、的確に実施する。 

  ・ 救急車の進入路を確保し、救急車が到着したら、速やかに、救急隊員を負傷者まで誘導する。 
  ・ 担当教員等は、救急隊員に事故発生時の状況や応急措置の状況等を説明する。 
  ・ 担当教員等は、救急隊員の指示により、救急車に同乗又は別途、搬送先の医療機関に向かう。 
  ・ 状況により学校医へ連絡し、対応等の助言をいただく。 
② 状況把握 

  ・ 担当教員等は、医師に事故発生時の状況等を報告する。 
  ・ 医師から負傷の状況、診断、治療内容等を聞き、校長へ連絡する。 
  ・ 校長の指示のもと、負傷した生徒に付き添うなどの対応をするほか、負傷の状況により校長、 

副校長又は他の教職員を病院に派遣する。 
  ・ 他の生徒の動揺を抑えるとともに、状況を説明する。 
 ③ 関係機関との連携 
   校長の迅速な指示のもと、分担して次の対応を行う。 

消防(１１９番) － 救急車の要請を行う。救急車には、隊員の許可を得て、その指示により教職員

が同乗し、状況説明を行う。 
医 療 機 関 － 負傷者の治療のため、医師に状況説明を行う｡ 
警察(１１０番) － 校長は、状況に応じて事故が発生したことを連絡する。 
保 護 者 － 負傷した生徒の保護者へ連絡する。事故への対応の経過や本人の状況、搬送先

など、事実のみ（見込みの話は混乱のもと）を伝える。 
教 育 委 員 会 － 校長は、事故の概要を速やかに所管する教育委員会に報告し、後日、文書

で提出する。 
 ④ 情報の収集と一元化（報道機関への対応） 
  ・ 生徒の動揺を静めながら事情を聞き、情報を集めるとともに、医師から診断、治療内容等を聞き、 

事故の経緯を正確に把握し、記録する。 
  ・ 関係機関や報道機関等外部へ情報を提供する場合は、校長に窓口を一本化し、混乱を避ける。 
 
●危機終息後の対応 
 ① 原因の究明 
  ・ 校長は、事故に関わる情報を整理・記録するとともに、事故原因や問題点を調査・究明し、その反 

省と改善について全職員の共通理解を図る。 
・ 練習内容に無理がなかったか、生徒の健康状態の把握が十分だったかなど、事故につながる要因に 
ついて調査し、再発防止に取り組む。 

② 支援・援助 
  ・ 校長と関係教員は、負傷した生徒を見舞うとともに、保護者に事故の経緯を説明し、独立行政法人 

日本スポーツ振興センター等の手続き及び給付等について説明を行う。 
  ・ 事故に遭遇した他の生徒について、事故の経過を説明し、混乱を招かないよう配慮する。 



 
 

③ 心のサポート・ケア 
  負傷した生徒及び周囲の生徒でショックを受けている者がいる場合は、精神科医やスクールカウンセ 
ラー等の専門家に依頼するなど、連携を図りながら心のサポート・ケアを行う。 

④ 再発防止 
  教職員や生徒に対する事故防止策や安全点検等の見直しを行い、事故の再発防止に取り組む。 
⑤ 報告 
  事後措置の状況を所管する教育委員会に報告する。 

 
●危機の予防対策 
 ① 生徒の健康状態の把握に努め、無理のない活動計画を立てる。 
 ② 生徒が、常に安全に注意して活動する能力、態度及び習慣を身につけさせる。 
 ③ 部顧問が、活動の場につけない場合の練習については、練習の内容を考慮するとともに、事故発生時 

の対応などを生徒に周知する。 
 ④ 万一事故が発生した場合に備え、迅速な対応の仕方を心得ておく。連絡体制、役割分担を定め、全員 

が理解しておくとともに、掲示により、対応が確実にできるようにする。 
⑤ ＡＥＤの使用方法や心肺蘇生法の訓練などにより、応急手当について職員が実践できるようにする。 

 
●関係法令等 
 ① 国家賠償法第１条（公権力の行使に基づく損害の賠償責任、求償権）、第３条（賠償責任者） 
 ② 民法第709条（不法行為による損害賠償）、第714条（責任無能力者の監督義務者等の責任）、第 

715条（使用者等の責任）、第722条（損害賠償の方法及び過失相殺） 
③ 学校保健安全法第５条（学校保健計画の策定等）、第26条（学校安全に関する学校の設置者の責 
務）、第27条（学校安全計画の策定等） 

④ 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第５条（学校の管理下における災害の範囲） 


